
森林・山村多面的機能発揮対策交付金を活用した取組を行うた
めに、以下の要件を満たす活動組織を設立する必要があります。

活動組織の構成員は、地域住民、森林所有者等地域の実情
に応じた方（３名以上）で構成してください。
地域の自治会、NPO法人等が実施、又は１構成員となるこ

とも可能です。
なお、活動組織としての規約の作成や区分経理が必要とな

ります。

構成員

本交付金の対象となる森林は、活動を行う時点において、
森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林です。対象森林

地域住民、森林所有者等による里山林の保全、利用を支援
することが本事業の目的であり、原則として活動組織の事務
所は、対象森林と同一都道府県内にあることが必要です。

活動区域

活動組織名、所在地、取組の背景及び概要、３年間の活動
計画（原則として過去に策定した活動計画書に位置付けられ
ていない森林とします。）、年度別の取組内容、計画図、委
託内容等を記載した計画書を作成する必要があります。（計
画書の作成は交付金の支援対象とはなりません。）

活動計画書

・１活動組織当たり、年度ごとに500万円（国からの交付額）を上限として
支援（同じ場所では原則３年間支援）します。

・人工林でも活用できます。
・地域の活動組織が持続的に里山林の整備や利用活動を実施することを基本
として、森林整備の作業で危険を伴う作業や専門的な技術が必要な作業等
については、地域の森林組合等に作業の一部を委託することができます。

・採択に当たっては、会費の徴収等により財政基盤が確保されており、安全
研修を計画しているなどの一定の安全技術の向上が期待できる組織を対象
とします。

・また、活動計画書に活動の目標と活動結果のモニタリング調査方法が記載
されているとともに、モニタリング調査を実施する必要があります。詳細
は、モニタリング調査のガイドラインや同パンフレットをご参照ください。


